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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　舷側部において基端を枢着され先端を舷側外方へ振出し可能に設けられたカメラ保持用
支柱と、同支柱の先端に保持されて船体と桟橋との相対的状況を撮影しうるミラー方式の
全方位カメラとを備えており、上記カメラ保持用支柱の舷側外方への振出し角度を制御す
るための支柱起倒調整機構が設けられたことを特徴とする、離着桟操船用全方位カメラ設
備。
【請求項２】
　上記支柱起倒調整機構が、上記カメラ保持用支柱の基端をヒンジを介し下部に枢着して
舷側部に設けられる竪長のケーシングと、同ケーシングの内部に装着されてピストンロッ
ドを下方へ突出しうるシリンダ装置と、上記ピストンロッドの下端部と上記カメラ保持用
支柱の中間部とに両端を枢着されてクランク機構を構成する連結ロッドとを備えて構成さ
れたことを特徴とする、請求項１に記載の離着桟操船用全方位カメラ設備。
【請求項３】
　上記ケーシングが支持アームを介し舷側手摺りに着脱可能に設けられたことを特徴とす
る、請求項２に記載の離着桟操船用全方位カメラ設備。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、船舶の離着桟のための操船に際して、船体と桟橋（岸壁）との相対関係を全
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方位カメラにより確認しながら、安全に離着桟作業を行えるようにした、離着桟操船用全
方位カメラ設備に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、船舶の離着桟のための操船に際し、船体に設置された複数のカメラを用いて、船
体と桟橋との相対関係を確認できるようにしたものが開発されているが、各カメラで撮影
された画像に基づく演算処理を必要とし、設備全体が複雑化して、設備コストの増加を招
くという不具合がある。
【特許文献１】特開昭６０－２４２３１４号公報
【特許文献２】特開２００４－１７５１８７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は、ミラー方式の全方位カメラが簡素な構造で広い視野を得られる点に着目し、
同カメラを舷側部と桟橋との間で起伏可能に設けることにより、船体と桟橋との相対関係
を容易に確認できるようにして、離着桟操船の安全性の向上を低コストで実現できるよう
にした離着桟操船用全方位カメラ設備を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の離着桟操船用全方位カメラ設備は、舷側部において基端を枢着され先端を舷側
外方へ振出し可能に設けられたカメラ保持用支柱と、同支柱の先端に保持されて船体と桟
橋との相対的状況を撮影しうるミラー方式の全方位カメラとを備えており、上記カメラ保
持用支柱の舷側外方への振出し角度を制御するための支柱起倒調整機構が設けられたこと
を特徴としている。
【０００６】
　さらに、本発明の離着桟操船用全方位カメラ設備は、上記支柱起倒調整機構が、上記カ
メラ保持用支柱の基端をヒンジを介し下部に枢着して舷側部に設けられる竪長のケーシン
グと、同ケーシングの内部に装着されてピストンロッドを下方へ突出しうるシリンダ装置
と、上記ピストンロッドの下端部と上記カメラ保持用支柱の中間部とに両端を枢着されて
クランク機構を構成する連結ロッドとを備えて構成されたことを特徴としている。
【０００７】
　また、本発明の離着桟操船用全方位カメラ設備は、上記ケーシングが支持アームを介し
舷側手摺りに着脱可能に設けられたことを特徴としている。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の離着桟操船用全方位カメラ設備では、船舶の離着桟作業において、舷側部が桟
橋（または岸壁）へ接近してゆく着桟のための操船に際し、カメラ保持用支柱を起立状態
から順次倒伏させてゆくことにより、同支柱の先端に保持されたミラー方式の全方位カメ
ラで舷側部と桟橋とが平行状態を保ちながら間隔を縮小してゆく相対状況を撮影して操船
者に確認させることが可能となり、逆に舷側部が桟橋から離隔してゆく出港のための操船
では、カメラ保持用支柱を倒伏状態から順次起立させてゆくことにより、同支柱先端の上
記全方位カメラで舷側部が桟橋に対し平行状態を保ちながら間隔を拡げてゆく相対状況を
撮影して操船者に確認させることが可能となって、離着桟操船の安全性を十分に確保する
ことが可能になる。
【０００９】
　また、上記カメラ保持用支柱の舷側外方への振出し角度を制御するための支柱起倒調整
機構が設けられているので、船舶の離着桟作業に際して、船体の桟橋に対する相対的な動
きに応じ上記支柱の倒伏または起立への制御を適切に行うことにより、同支柱先端の上記
全方位カメラによる舷側部と桟橋との相対関係の撮影が的確に行われるようになる。
【００１０】
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　さらに、上記支柱起倒調整機構が、上記カメラ保持用支柱の基端をヒンジを介し下部に
枢着して舷側部に設けられる竪長のケーシングと、同ケーシングの内部に装着されてピス
トンロッドを下方へ突出しうるシリンダ装置と、上記ピストンロッドの下端部と上記カメ
ラ保持用支柱の中間部とに両端を枢着されてクランク機構を構成する連結ロッドとを備え
るようにして設けられていると、上記シリンダ装置におけるピストンロッドの昇降により
上記支柱の起倒制御が十分な信頼性を伴って的確に行われるようになる。
【００１１】
　そして、上記ケーシングが支持アームを介し舷側手摺りに着脱可能に設けられる構成で
は、航海中に本装置を外しておき、離着桟操船の際にだけ本装置を装着して用いることが
可能になるほか、本装置を新船のみならず既存の船舶にも容易に装備することが可能にな
る。
【実施例】
【００１２】
　図１は本発明の一実施例としての離着桟操船用全方位カメラ設備を模式的に示す立面図
である。
　図１に示すように、船体Ｓの舷側部１における上下２段の舷側手摺り２，２に、開閉フ
ック３ａ付き支持アーム３，３を介して竪長のケーシング４が着脱可能に設けられており
、同ケーシング４の内部にはピストンロッド５ａを下方へ突出しうる電動式または油圧式
のシリンダ装置５が装着されている。なお、符号２ａは、船体甲板１ａの舷側寄りに立設
された手摺り２付き柱体を示している。
【００１３】
　また。舷側部１において、ケーシング４の下部にカメラ保持用支柱６の基端がヒンジ７
を介し枢着されていて、これにより支柱６は舷側外方へほぼ水平になるまで振出し可能に
構成されている。
【００１４】
　そして、支柱６の上端には舷側外方への視野８ｆを有するミラー方式の全方位カメラ８
が、半球面状の鏡体８ａと同鏡体８ａに対向するレンズ８ｂとを備えるようにして装着さ
れている。
【００１５】
　さらに、可動ストロークａを有するピストンロッド５ａの下端部と支柱６の中間部とに
両端を枢着されてクランク機構を構成する連結ロッド９が設けられており、これによりシ
リンダ装置５の作動に伴い支柱６を起立状態からほぼ水平な倒伏状態まで回動調整しうる
支柱起倒調整機構が構成されている。
　このようにして、舷側部１には、船体Ｓと図示しない桟橋（岸壁）との相対的状況を撮
影しうるミラー方式の全方位カメラ８が装備されている。
【００１６】
　そして、全方位カメラ８が撮影した映像は、同カメラ８から支柱６の内部を通り船橋室
などへ導かれるケーブルを介して、図示しない表示装置に表示される。
　なお、図１に示す可動ストロークａの範囲でシリンダ装置５が作動することにより、支
柱６の傾動範囲は９０°～０°に設定されている。
【００１７】
　上述の本実施例の離着桟操船用全方位カメラ設備では、カメラ保持用支柱６が、舷側部
１においてケーシング４の下部に基端を枢着され先端を舷側外方へ振出し可能に設けられ
て、同支柱６の先端に、船体Ｓと図示しない桟橋との相対的状況を撮影しうるミラー方式
の全方位カメラ８が装備されるので、着桟のための操船に際しては、舷側部１と桟橋との
距離が短縮されるのに応じて、支柱６の舷側外方への振出し角度をほぼ９０度まで、すな
わち支柱６がほぼ水平になるまで増大させてゆきながら、全方位カメラ８の撮影画面を船
橋室などで目視することにより、舷側部１と桟橋との相対的状況を逐次適切に確認できる
ようになり、このようにして着桟のための操船が簡易な設備で安全に行われるようになる
。
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【００１８】
　また、離桟のための操船に際しては、上述の着桟操船の場合と逆の手順で、支柱６を倒
伏状態から起立状態になるまで順次起こしてゆく操作を行いながら、同支柱６の先端の全
方位カメラ８で舷側部１と桟橋との相対的状況を撮影してゆき、その撮影画面を目視する
ことによって離桟操船も安全に行えるようになる。
【００１９】
　そして、カメラ保持用支柱６の舷側外方への振出し角度を制御するためのシリンダ装置
５付き支柱起倒調整機構が設けられているので、船体Ｓと桟橋との相互間隔の変化に対応
してカメラ保持用支柱６の振出し角度を適切に調整することが可能となり、これにより桟
橋に対する船体Ｓの位置関係をミラー方式の全方位カメラ８により的確に撮影して、その
映像を船橋室などで目視しながら離着桟のための操船を安全かつ確実に行うことが可能に
なる。
【００２０】
　また、舷側部１に設けられる竪長のケーシング４の下部にカメラ保持用支柱６の基端が
ヒンジ７を介し枢着され、ケーシング４の内部に装着されたシリンダ装置５の下方へ突出
しうるピストンロッド５ａの下端部とカメラ保持用支柱６の中間部とを連結してクランク
機構を構成する連結ロッド９が設けられるので、シリンダ装置５の作動に伴い、ミラー方
式の全方位カメラ８を先端に保持する支柱６の直立状態から水平状態までの範囲における
起倒制御が十分な信頼性を伴って的確に行われるようになる利点が得られる。
【００２１】
　さらに、ケーシング４が支持アーム３を介し舷側手摺り２に着脱可能に設けられること
により、離着桟操船用全方位カメラ８を含む本設備を、新造船のみならず既存の船舶にも
容易に装備することが可能になる。
【００２２】
　なお、ケーシング４の吊り上げや吊り下ろしは、同ケーシング４の上端のアイ金具10に
、図示しないクレーンのフックを掛けて行われる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の一実施例としての離着桟操船用全方位カメラ設備を示す立面図である。
【符号の説明】
【００２４】
　１　舷側部
　１ａ　船体甲板
　２　手摺り
　２ａ　柱体
　３　支持アーム
　３ａ　開閉フック
　４　ケーシング
　５　シリンダ装置
　５ａ　ピストンロッド
　６　カメラ保持用支柱
　７　ヒンジ
　８　全方位カメラ
　８ａ　鏡体
　８ｂ　レンズ
　８ｆ　視野
　９　連結ロッド
　10　アイ金具
　ａ　可動ストローク
　Ｓ　船体
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